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住民課　  0859-68-3115問い合わせ先

本人通知制度の登録
本人通知制度とは、住民票の写し等（本籍・筆頭者記載のもの）や戸籍謄本などを本人の代理人

や第三者に交付した場合に、「本人通知制度」へ登録している人に、その交付の事実を通知する制
度です。これにより、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。

１．制度の流れ

２．登録できる人 伯耆町に住民登録や本籍がある人（過去にあった人も含む。）

３．登録方法 本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等）をお持ちのうえ、
住民課または分庁総合窓口課で申請してください。登録は無料です。

家庭教育支援チームの取り組み
「家庭教育支援チーム」は、保護者のみなさんが安心して子育てを行えるよう、関係各課で連携

を取りながら、子育て中の親同士の仲間づくりや相談体制の充実をめざした取り組みを行っています。

◆子育ての困りごと相談
相談は各施設で随時受け付けています。子育てで困りごとや相談ごとがあれば、チームメン

バーにお声かけください。プライバシーは守ります。
〈チームメンバー〉福祉課・教育委員会・保育所・図書館・子育て支援センター・教育支援センターえがお

◆今年度の主な事業
　○家庭教育講座
子育て支援センターや保育所、小中学校に講師

を派遣して、保護者を対象とした子育てや家庭教
育に関する講演会を行います。たくさんの保護者
に届くよう、行事や参観日などの機会に合わせて
開催します。

　○�青少年育成伯耆町民大会（伯耆町PTA協
議会、青少年育成伯耆町民会議�共催）
子どもたちの健全育成をテーマに、毎
年１月に講演会等を実施しています。
詳しくは、後日お知らせします。

『伯耆町子育て関係行政サービスのご案内』
子育てのステージごとに活用できるサービスや事業内容をまとめたリーフ

レットです。子育て支援センター、各保育所等で配布しています。ぜひご活
用ください。
＜問い合わせ先＞福祉課 TEL：0859ー68ー5534

教育委員会事務局 生涯学習室　  0859-62-0712問い合わせ先

本人
（登録者）

代理人・第三者

①事前登録申請 ②交付請求

③証明書の交付④登録者へ通知

役場
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